
令和５年度第１回恵那市環境審議会 会議録 
 

日時：令和 5 年７月 21 日（金） 午後２時から 

場所：市役所会議棟中会議室 

 

１．開会 

２．委嘱書の交付 

３．水道環境部長挨拶 

４．委員自己紹介・事務局紹介 

５．環境審議会について 

６．会長・副会長選出、挨拶 

７．議題 

 （１）第２次恵那市環境基本計画【後期】の進行管理について 

 （２）恵那市地球温暖化対策実行計画【区域施策編】の進行管理について 

 （３）環境施策の取組について 

８．その他  

９. 閉会 

10．会議の公開・非公開・・・公開 

11．出席者の数・・・12 人中９人（以下のとおり） 

 氏名 選出団体等 備考 出欠 

１ 福井 弘道 中部大学 会長 出席 

２ 柘植 清成 恵那市環境対策協議会 副会長 出席 

３ 保母 鎖利 地域自治区会長会議  出席 

４ 吉田 純一 市民エコ会議  出席 

５ － 恵那市子ども・子育て会議  欠席 

６ 後藤 琢磨 恵那市校長研修会  欠席 

７ 鈴木 雅博 恵那市農業振興協議会  出席 

８ 小椋 正明 えなの森林づくり推進委員会  欠席 

９ 加藤 規久 恵那商工会議所  出席 

10 加藤 博靖 恵那市恵南商工会  出席 

11 曽山 信雄 環境省中部地方環境事務所  出席 

12 野原 勝樹 岐阜県恵那県事務所  出席 

12．傍聴者の数・・・1 人 
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１．開 会 

 

■事務局（進行） それでは、定刻となりましたので、ただいまより令和５年度第１回恵

那市環境審議会を開会します。本日の会議では、恵那市環境基本条例第 15 条第３項の「審

議会は、環境行政に関する重要事項について必要があると認めるときは、市長その他関係

機関に助言及び勧告ができる。」の規定に基づき、助言をお願いさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 また、本日は９名の委員が出席、３名が欠席となっており、条例第 19 条第２項の規定に

より、審議会の開催が成立したことを報告します。 

 なお、本日の審議会は公開とさせていただきます。資料、議事録については、市ウェブ

サイトにて公開するとともに、名簿も公開されますので、御理解をお願いします。 

 

２．委嘱書の交付 

 

■事務局（進行） はじめに、委嘱書の交付を行います。市長より委嘱するのが本来です

が、本日他公務にて出席できませんので、水道環境部長が代理で行います。皆様、ご起立

をお願いいたします。順次、交付させていただきます。委嘱書を受け取られましたら、ご

着席ください。 

 

〔 水道環境部長から、委員へ委嘱書を交付 〕 

 

３．水道環境部長挨拶 

 

■事務局（進行） 次に、水道環境部長が御挨拶を申し上げます。 

 

〔 水道環境部長 挨拶 〕 

 

■事務局（進行） ありがとうございました。 

 

４．委員自己紹介・事務局紹介 

 

■事務局（進行） 委員の皆様に自己紹介をお願いいたします。それぞれ、所属と名前の
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紹介をお願いします。 

 

〔 委員、自己紹介 〕 

 

■事務局（進行） ありがとうございました。続きまして、事務局を紹介します。 

 

〔 事務局、自己紹介 〕 

 

５．環境審議会について 

 

■事務局（進行） 続きまして、環境審議会とはどういった組織であるかなどを、事務局

より説明をいたします。 

 

〔 事務局から資料に基づき説明 〕 

 

■事務局（進行） 質問はございませんか。 

 

〔 質問なし 〕 

 

６．会長・副会長選出・挨拶 

 

■事務局（進行） 質問がないようですので、この委員会を進めるに当たり、恵那市環境

基本条例第 18 条第１項で、会長と副会長を委員の互選により定めることになっております。 

選出について、ご意見があればよろしくお願いします。 

 

■委員 事務局一任。 

■事務局（進行） 事務局一任の御意見がありましたので、会長に中部大学の福井様、副

会長に恵那市環境対策協議会の柘植様にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

ご承認いただければ拍手をお願いします。 

 

〔 拍手 〕 

 

■事務局（進行） ありがとうございます。それでは、会長、副会長はお席に移動をお願

いします。 
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 会長・副会長より、一言お願いいたします。 

 

〔 会長・副会長 挨拶 〕 

 

７．議題 

（１）第２次恵那市環境基本計画【後期】の進行管理について 

 

■事務局（進行） ありがとうございました。よろしくお願いします。それでは、これよ

り議題に入ります。環境基本条例第 19 条第 1 項により会長が議長として議事進行をお願い

します。 

■会長 初めに、議題（１）第２次恵那市環境基本計画【後期】の進行管理について事務

局より説明をお願いします。 

 

〔 事務局から資料に基づき説明 〕 

 

■議長（会長） 事務局より、説明いただきましたが皆さんより、御意見や質問はござい

ませんか。 

■委員 大学との連携は、令和４年度実績が 0 件ということですが、説明がありませんで

した。ハードルは高くないと思いますが、実績が無かった理由は何でしょうか。 

■事務局 計画策定時には、脱炭素先行地域などを検討していました。現在、文部科学省

の補助事業につきまして、中部大学と連携して補助申請の準備中です。 

■委員 地域資源回収拠点の収入については、部活動の交通費に活用しており、大変あり

がたく思っております。出口も検討していますか。より多くの資源を回収しようとするな

ら、例えば、アルミ缶の単価を高くすれば良いと思います。地域のやる気を高めることで、

もっと地域還元できるのではないでしょうか。 

■事務局 今後の参考とさせていただきます。 

■委員 ごみ処理量の推移について、不燃ごみが減っている理由を教えてください。 

■事務局 令和 2 年度、3 年度は、コロナの影響で在宅勤務や外出抑制により、家にいる

時間がながくなったため、家の片づけなどをされた方が増え、増加したと分析しています。

現在は、いったん落ち着いたと考えております。 

■委員 資源ごみは 30 トン減っています。回収だけでは説明できないとおもいますが、雑

がみの啓発が進んだと考えていますか。 

■事務局 地域の回収拠点が増えたためだと考えております。 

■委員 環境施策に関する調査について、何らかの取り組みをした方の割合が 98.8％と非
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常に高いです。次にすべきことを審議会で分析・検討してみてはどうでしょうか。 

■事務局 ありがとうございます。検討させていただきます。 

■委員 不法投棄の通報件数が目標値に対して高くなっています。こういうところが多い

とマップに落として見える化し、市の動きにつなげてはどうでしょうか。 

■事務局 見える化を検討していきます。 

 

（２）恵那市地球温暖化対策実行計画【区域施策編】の進行管理について 

 

■議長（会長） 他に質問はないようですので、続いて、議題（２）恵那市地球温暖化対

策実行計画【区域施策編】の進行管理について事務局より説明をお願いします。 

 

〔 事務局から資料に基づき説明 〕 

 

■議長（会長） 事務局より、説明いただきましたが皆さんより、御意見や質問はござい

ませんか。 

■委員 二酸化炭素の排出の削減については、これをやったら何トン減らすことができる

という基準はありますか。例えば、１ha 間伐した場合、太陽光温熱システムを 1 台設置し

た場合など、数字を出さないと分かりづらい。 

■議長（会長） 計画書の 68 ページ、72 ページに示してあります。 

■委員 どの取組を行うと、どのくらい二酸化炭素の排出が減らせるかを示した上で、ど

の取組が効果的か、または、どれをやりましょうとなるか見えてくると思います。 

■事務局 次回、計画についてもう少し説明させてもらいます。 

■委員 再エネの導入が、森林吸収と一緒のところに入っている。二重計上ではないか。 

■事務局 後日返答させていただきます。 

■委員 リコーでは、二酸化炭素排出量を相殺するために森林を増やしていると聞いてい

います。しかし、排出量全体の１％にも満たないようです。 

■委員 間伐を行い、若木が増えると二酸化炭素吸収量は増えます。しかし、森林吸収は

そんなに大きくなるのでしょうか。 

■委員 うちは、お金がもったいないから太陽光パネルなどを設置しました。そのおかげ

で、電気代が少なくなりそうです。結果として、二酸化炭素排出量の削減になり、上積み

できるのではないでしょうか。 

■委員 企業との連携についてですが、誰が CO2 を測定するのか。企業と組む場合、費用

はだれが負担するのか。行政が負担してくれるのですか。 

■委員 目標指標の特定事業者の 1％削減は、どういった手法で測定するのですか。 
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■事務局 国への報告義務がありますので、そこからデータを取得することとしています。

今回は間に合っておりません。 

 

（３）環境施策の取組について 

 

■議長（会長） 他に質問等はありませんか。事務局には、改めて計画の説明の機会を設

けていただくようお願いします。続いて、議題（３）環境施策の取組について事務局より

説明願います。 

 

〔 事務局から資料に基づき説明 〕 

 

■議長（会長） 事務局より、説明いただきましたが皆さんより、御意見や質問はござい

ませんか。 

■委員 ラベルとキャップは、どこに行ってしまうのですか。 

■事務局 キャップは、社会福祉協議会やふれいあいエコプラザで回収しています。社協

などで回収されない場合は、エコセンターで RDF の原料となります。 

■委員 岡崎市では、ペットボトルをスーパーで回収しています。セブンイレブンでも回

収しています。回収拠点を増やす工夫があっても良いと思います。 

■委員 回収は、市が行って、市がサントリーに売却するということですが、回収もサン

トリーにやってもらえば良いと思います。 

■委員 水平リサイクルは、本当に環境に良いものなのですか、しっかりデータをもって

啓発した方が良いと思う。 

■委員 サントリーは、高く買ってくれるのですか。 

■事務局 その予定です。 

■委員 近隣でサントリーと水平リサイクルをやっている自治体は、ありますか。 

■事務局 県内では、可児市のみ。全国で 90 自治体くらいあります。 

 

■議長（会長） 他に質問などはありませんか。無いようですので、議事を終了します。

全ての議題が終了しましたので、以後の進行を事務局へお返しします。 

 

８．その他  

 

■事務局（進行） 次回の審議会開催につきましては、事務局より改めて案内させていた

だきますので、よろしくお願いします。 
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９. 閉会 

 

■事務局（進行） 本日は、ありがとうございました。これにて令和５年度第１回環境審

議会を終了します。気を付けて、お帰りください。 

 

〔 閉  会 〕 


